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◇県では、乳幼児から小・中学生、次世代（高校生）へと切れ目なく「家

庭教育プログラム」を取り揃えています。「家庭教育を実践する日」の

取組の参考になるかと思いますので、ごらんください。 

◇「家庭教育を実践する日」に関するご相談は、 

環境生活政策課生涯学習係（℡058-272-8752）まで 

 

 

 

「家庭教育を実践する日」を 

ご存じですか？ 
これは「岐阜県家庭教育支援条例」に基づき「家庭の日（毎月第三日曜日）」

と「早く家庭に帰る日（８のつく日）」を合わせ「家庭教育を実践する日」と

しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族みんなで挑戦！ 

早寝早起き朝ごはんで、心身をいい状態にして、   
一日をスタートしよう。 

ほかにもあります！ 

早寝早起き朝ごはんをするといいことは？ 

 

 

「家庭教育を実践する

日」の具体的な取組とし

て、「話そう！語ろう！わが

家の約束」運動を推進し

ています。 

ご家庭ごとの「あるとい

いなあ」と思われる約束

について、家族の話し合

いを通して作り、見守り、

振り返ることを実践して

みませんか。 

この機会に、家庭の大切

さや家族のあり方につい

て、 見つめ直してみてく

ださい！ 

わが家の約束で取り組んでみましょう！ 

 

 


